
自立支援協議会の設置意義と現状
及び

相談支援専門員に期待するもの

令和５年（２０２３年）９月１日（金）

熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局
障がい者支援課
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○設置根拠

「障害者総合支援法」第89条の３（協議会の設置）に基づき設置。

なお、設置は地方公共団体の努力義務となっている。

○自立支援協議会の概要

地方公共団体が、障がい者等に係る地域の課題を解決するため、地域の関係者が
集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課題を
共有し、その課題を踏まえて地域のサービス基盤の構築を着実に進めていく役割を
担う。

その取組を着実に進めていくためには、地域の関係機関等が参画し、個別事例の
検討等を通じて、地域の障害者等のニーズ把握やその地域に不足しているサービス
や支援等の課題を明らかにすることが重要。

自立支援協議会とは
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○改正法の施行日

令和６年４月１日から施行（令和４年１２月１６日公布）

○自立支援協議会に係る改正の概要

①協議会を通じた「地域づくり」にとって、「個別事例から地域課題の抽出」の取
組が重要であることを踏まえ、協議会の役割に「障害者等の適切な支援に関する情
報共有」について明確化。（改正前は「地域における障害者等への支援体制に関す
る課題」についての情報共有のみを規定）

②協議会は、地域の関係機関等に対し、情報提供や意見表明等の協力を求めること
ができること、また、求めがあった場合には関係機関等が協力するよう努める旨規
定。【新設】

③個別の支援に係る検討に基づく地域の支援体制の検討を明確化したことに伴い、
協議会関係者に対し、守秘義務を課した。【新設】

障害者総合支援法の改正に伴う内容の変更
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出典：
令和5年度相談支
援従事者指導者
養成研修会資料
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○市町村自立支援協議会

地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課題
を共有し、その課題を踏まえて地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担う。

・主な機能

地域における障がい者等への支援体制に関する課題の共有

地域における相談支援体制の整備状況や課題、ニーズ等の把握

地域における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善に向けた協議

地域における相談支援従事者の質の向上を図るための取組

個別事例への支援のあり方に関する協議、調整

基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置に関する協議、事業実績の検証 など

○県自立支援協議会

県全域の障がい者等への支援体制の整備に向け、主導的役割を担う協議の場として設置される。

・主な機能

相談支援従事者の人材確保・養成方法の協議

障がい者虐待の未然の防止、早期発見・早期対応に向けた体制構築に関する協議 など

市町村自立支援協議会と県自立支援協議会
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出典：
令和5年度相談支
援従事者指導者
養成研修会資料
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出典：
令和5年度相談支
援従事者指導者
養成研修会資料
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熊本県内市町村での自立支援協議会設置状況
（R5.4.1時点）

自立支援協議会名 構成市町村 令和４年度全
体会開催回数

1 熊本市障がい者自立支援協議会 熊本市 ３

2 八代圏域障がい者支援協議会 八代市、氷川町 ２

3 人吉球磨障がい者総合支援協議会
人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、
山江村、球磨村、あさぎり町

２

4 有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会 荒尾市、玉名市、玉東町、南関町、和水町、長洲町 １

5 水俣・芦北圏域障がい者総合支援協議会 水俣市、芦北町、津奈木町 １

6 山鹿市障害者支援地域協議会 山鹿市 ２

7 菊池圏域地域自立支援協議会 菊池市、合志市、大津町、菊陽町 １

8 宇城圏域障がい者支援協議会 宇土市、宇城市、美里町 ２

9 天草地域自立支援協議会 上天草市、天草市、苓北町 １

10 阿蘇圏域自立支援協議会
阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、
南阿蘇村

１

11 上益城圏域自立支援協議会 御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 １

12 芦北町自立支援協議会 芦北町 ２
８



山鹿市障害者支援地域協議会 世帯数 71,835
世帯数 19,085 人口(人） 186,712
人口(人） 49,025

世帯数 23,613
世帯数 61,228 人口(人） 58,703
人口(人） 153,862

世帯数 326,920
人口(人） 738,865

世帯数 38,473
人口(人） 102,546

世帯数 30,365
人口(人） 81,995

世帯数 44,676
人口(人） 107,460

世帯数 53,136
人口(人） 134,161

世帯数 32,017
人口(人） 81,480

水俣・芦北圏域障がい者総合支援協議会
世帯数 17,806
人口（人） 43,492 世帯数 5,996

人口（人） 15,681

芦北町自立支援協議会

阿蘇圏域自立支援協議会

宇城圏域障がい者支援協議会

有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会

※世帯数及び人口は令和２年国勢調査
　(熊本県ホームページ）から引用

熊本市障がい者自立支援協議会

菊池圏域地域自立支援協議会

人吉球磨障がい者総合支援協議会

八代圏域障がい者支援協議会

上益城圏域自立支援協議会

天草地域自立支援協議会

県内の地域協議会

熊本市

荒尾市

玉名市

南関町

長洲町

和
水
町

菊池市

大津町

菊陽町

合志市

南小国町

小国町

産山村

高森町

西原村

御船町

嘉島町

益城町

甲佐町

山都町

宇城市

宇土市

八代市

芦北町

津奈木町

水俣市

人吉市

錦町

あさぎり町

多良木町

湯前町

水上村

相良村

五木村

山江村

球磨村

天草市

上天草市

苓北町

山鹿市

阿蘇市

南阿蘇村

美里町

玉
東
町

氷川町

令和４年度（２０２２年度）熊本県
障がい者自立支援協議会資料より
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地域自立支援協議会の課題

【自立支援協議会での取組】
・各部会で行っている取り組みについて、課題の抽出に取り組んでいるものの、部会から全体会に対する課題
解決に向けた提案まではつながっていない。
・指定特定相談支援事業所や短期入所事業所の不足、就労支援事業所における工賃向上の検討、療育支援にか
かるアンケート実施後の活用の仕方などに課題がある。
・地域生活支援拠点等について、毎年、新規加入の事業者があるが、実績として少ない。行政・事業者ともに
学びの場を増やし、積極活用につなげていく必要がある。

【人材確保・育成関係】
・計画相談のニーズ対応する事業所や従事者数も充足しておらず、相談支援の受け皿の不足が課題。
・基幹相談支援センター設置に向けて協議を行っているが、圏域においては人材に乏しく、どの事業所も余裕
がないため、相談支援専門員の確保が難しいことから、受託できる事業所がない可能性がある。
・指定特定相談事業所及び相談支援専門員が不足しており、基幹相談支援センターの設置についても非常に困
難な状況にある。

【自立支援協議会の停滞】
・全体会においては、人数が多く集まりにくいことと、組織の代表者で構成されることから形式的な会議と
なっている。
・委員からの活発な意見がでない。

（令和４年度（２０２３年度）熊本県自立支援協議会資料から抜粋）
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相談支援専門員に期待するもの

○多職種連携の推進

相談支援への対応も、今や多職種連携が必要となってきている。それぞれの違いを知り、地域での連携を推
進いただきたい。

○ひとりで悩まず、相談できる関係、体制の構築

特に人数の少ない事業所では、相談できる相手がおらず、ひとりで悩む状況も多いものと思われる。そのた
め、他の相談支援従事者の支援にも携わっていただきたい。

○相談支援専門員の人材育成・質の向上への積極的な関わり

相談支援専門員の人材不足を解消するには、研修を充実していくことが必要。特に、初任者研修は相談支援
専門員となるための重要な研修。研修の講師、ファシリテーター等がいなければ、数・質ともに満足した研修
は実施できない。県研修に積極的に関わっていただきたい。

○自立支援協議会への積極的な関わり

県自立支援協議会で出た課題だけではなく、全国的に自立支援協議会の形骸化が指摘されている。

地域の個別のニーズに対応しながら、そこから見える地域の課題を皆で議論しながら解決を図る場となれる
よう、自立支援協議会を活性化いただきたい。

障がいがあっても、“その人らしい生活”ができるような相談体制の整備を！
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出典：
令和5年度相談支
援従事者指導者
養成研修会資料
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